
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
が

述
べ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
意
見
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
二
年
三
月
六
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

三
洋
堂
書
店
香
芝
店

所
在
地

香
芝
市
別
所
一
二
三
ー
一
ほ
か

二

述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

香
芝
市
住
民

騒
音
対
策
へ
の
無
配
慮

１

夜
間
騒
音
対
策
と
し
て
、
予
測
デ
ー
タ
の
再
計
算
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
実
際
に
夜
間

規
制
基
準
値
を
上
回
る
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
騒
音
対
策
を
講
じ
る
必
要
を
求
め
る
。

２

荷
さ
ば
き
施
設
及
び
荷
さ
ば
き
作
業
に
対
す
る
騒
音
対
策
と
し
て
、
早
朝
時
間
（
午
前
六
時
か

ら
午
前
八
時
）
を
避
け
る
こ
と
、
音
が
外
に
出
な
い
よ
う
に
防
音
シ
ー
ト
を
張
り
な
が
ら
の
作
業

等
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
等
実
質
的
な
対
策
を
求
め
る
。

３

騒
音
予
測
地
点
の
選
定
方
法
は
、
実
生
活
に
即
し
て
最
も
影
響
が
あ
る
地
点
で
の
再
計
算
が
必

要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
が
実
際
に
規
定
値
を
上
回
る
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
騒
音
対
策
を

講
じ
る
必
要
を
求
め
る
。

４

建
物
南
側
の
外
階
段
下
付
近
及
び
隔
地
駐
車
場
に
お
い
て
、
周
囲
の
フ
ェ
ン
ス
設
置
及
び
車
両

出
入
口
の
伸
縮
門
扉
等
の
設
置
を
求
め
る
。

５

建
物
南
側
の
道
路
の
駐
車
が
増
加
す
る
と
想
定
さ
れ
る
た
め
、
日
中
の
定
期
的
な
巡
回
、
南
側

施
設
地
入
口
に
伸
縮
門
扉
の
設
置
及
び
夜
間
の
閉
鎖
等
を
求
め
る
。

６

騒
音
に
係
る
苦
情
等
が
発
生
し
た
時
は
真
摯
に
対
応
す
る
と
あ
る
が
、
本
当
に
真
摯
に
対
応
す

る
か
疑
念
が
生
じ
る
。
ま
た
、
実
際
に
そ
の
対
応
も
迅
速
に
行
う
の
か
疑
問
で
あ
る
。

三

縦
覧
場
所

奈
良
県
産
業
・
雇
用
振
興
部
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー

四

縦
覧
期
間

令
和
二
年
三
月
六
日
か
ら
同
年
四
月
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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